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第４回三重県水源地域の森林の保全に関する検討委員会 議事概要 

 

議事（１）水源地域の保全に関する条例の骨子案について（事務局説明） 

【議長】 

ただいまのご説明では、前回の委員の皆様の意見等を踏まえて、市町の方へも

アンケート調査で意向調査等をしていただいて、骨子案をまとめていただいたと

いう事ですが、大きな変更点を要約しますと、まず、水源地域のなかに、特に保

全するべき地域として特定水源地域を指定するという内容が盛り込まれていま

す。その特定水源地域につきましては、保安林制度の活用であるとか、森林の公

的管理を促進して、届出が出てからあたふたするというのではなくて、事前にあ

らかじめ大切な地域を決めておいて、そこに色々積極的な保全の施策等を講じて

いこうという考えを元に、骨子案を作られたのではないかと考えます。 

それから、事前届出の期間についても市町の意見、実情等を考えて２ヶ月であ

ったものを３０日に短縮されているというご説明であったかと思います。まず、

大きな追加というか特定水源地域というものを選定して、そこに保安林化である

とか、森林の公的管理であるとか、そういうふうなものを進めていくという部分

につきまして、皆様のご意見を伺いたいと思います。水源地域というものの中に

特に特定水源地域というものを設けて２段構えで構成するというこのやり方に

ついてはいかがでしょうか。 

この条例が実効性のあるものにするためにということで、事が起こってからで

はなかなか対応ができないので、起こる前に特定の地域を設けておいて、保安林

化であるとか、公的管理を行う事によって事前に対応していこうという事かと思

いますが。 

 

【委員】 

各市町のアンケートを読ませていただいて、我々の単組の管内でも市町によっ

て、森林に対するとらえ方にかなり差があります。かなり広域合併が進みまして、

管轄するエリアが広くなっていることも市町は気にしているように感じます。水

源地域の指定ということで、前回までは広く指定して規制していこうという考え

があったかと思うのですが、この市町のアンケート並びにご意見を伺っています

と、それもなかなか難しいような感じを受け止めます。以前、水源地というもの

をどう定義付けるかという事で意見を言わせていただいたのですが、今回は公的

な水源ということで、飲料水を主にターゲットにして定めていくということです

ので、ひとまず特定水源地域という形で指定していただけたら前に進むのではな

いかというような気がします。 

たぶん特定水源地域というのは、上流部分の関係する林班になると思いますの

で、ある程度市町の方も納得されるのでないかという気はしますが、一般的に水

源地域に指定されるというのは、森林所有者も戸惑うのではないかという心配が

あります。ですので、森林所有者の方々の認識というものも、ある程度考えてい
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ただいて、そういった啓蒙とかそういうものは我々ももちろんさせていただきま

すが、県、市町の方も普及啓発を行って頂きたいと思います。 

それと、水源地域の指定の手順なんですが、一応こういう条例を定めておいて

各市町の要望を聞き、それでこういう指定の具体的な地域を設定していくという

手順で行われるのかなと思いますが、そのあたりのところをもう少し詳しく聞か

せていだたきたいと思います。 

 

【事務局】 

条例ができた場合の仮の話になりますが、他県の例では条例の施行後半年間ぐ

らいかけて周知し、半年後から事前届出制を導入するということで、その周知期

間の半年間ぐらいで水源地域の指定をされている。水源地域については県が提案

させていただいて、市町にプラスマイナスしていただいて、県が指定させていた

だく。特定水源地域については、あくまでも市町の要望で県が指定することがで

きるというようになっていますので、市町の意向を聞きながら指定することにな

ると思います。手続きに関しては、指定については県で公告縦覧させていただく

というような事を考えています。 

 

【議長】 

水源地というと上流域は非常にイメージしやすいのですが、下流域になるとど

こが水源地かというのもわからないと思う。市町が山側か下流側かなど位置的な

事情も関係してくるかとは思います。他に何かありましたら。特定水源地域、こ

れについての全体的なご意見ご質問がありましたらお願いします。 

 

【委員】 

特定水源地域については、熊野市も賛成させていただいているのですが、公有

林化については、アンケートにもありましたが、なかなか難しいという話をさせ

てもらいました。森林の公的管理、買い取りの部分もある程度残して頂いたとい

うことで、ありがたいと思っております。 

熊野市としましては、この際にまずは保安林化を進めさせて頂ければと考えて

いる。やはり、保安林というのは登記簿に「保安林」と示されるので、業者から

見た場合も良いインパクトを与えますし、林業サイドにとっても、色んな補助制

度というか公的に森林整備を進めることができるので、この際に保安林化を進め

られたら良いとは思う。しかし、保安林化を進めるには、森林所有者の理解を得

るという事が難しい。それから、いま保安林を進めているのは治山堰堤の上流側

とか大きな範囲で、まず事業系の保安林を先に指定するという事があり、こうい

う地域は後になるのかなという感じもしますので、特定水源地域に指定をされた

ら優先的に保安林化をしていただけるとか、そのようなことをしていただけたら

ありがたいなと思います。また、想定されるエリアのところで「地表水」に限定

してしまっているが、湧水等についても重要な水源と考えるので、この文言は取

ってはどうでしょうか。 
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【事務局】 

ご指摘の件について、「地表水」の対局に「地下水」があります。地下水に関

しては、どこからどこまでが集水区域なのかが中々わかりにくい部分で、いわゆ

るボーリング調査等をしないと正確にはわからない部分だとは思います。ですか

ら、特定水源地域としてまず守るべきところは、地表水を取っている集水区域で

はないかと考えますので、まずはそこを守るという意味で指定していきたい。水

源地域としては民有林の約８０％をカバーしているので、因果関係がはっきりし

ている「地表水を取水している地点から上流の取水区域」を特定水源地域とさせ

ていただきました。 

 

【委員】 

資料にある熊野市（旧紀和町）の特定水源地域想定図で、この赤く塗られた部

分というのは現状として保安林に指定されているところなのですか。 

 

【委員】 

一部はありますが、全域ではありません。 

 

【事務局】 

紀和町の例では即答出来ないのですが、基本的に町有林であったり、区有林で

あったりするところが、保安林となっていることが多いのですが、もちろん個人

所有の森林でも保安林となっていますので、そういう意味では個人の森林をもっ

と保安林化していくとか、県の事業で一定期間の伐採制限に関する協定を結ぶと

いうようなことが必要だとは思います。個人所有の森林が相続をされたり、売却

されたりすると持ち主がわからなくなってしまうところがあるので。 

 

【議長】 

すでに保安林に指定されている区域もありますけど、こういう面的に特定水源

地域というものをかけて、まだそういう対応が出来てないところをひろいあげて

いこうということですかね。 

 

【事務局】 

誤解をされるといけないので補足させていただきます。紀和町の例でいうとこ

ろの特定水源地域で色塗りしたところは県が基準とするようなエリアを示した

ものであって、この中から市町が必要と思われるところを県の方に申請なり要望

をいただいて県が必要と認めたものを指定する。そこの特定水源地域に指定をさ

れたところについて、保安林の指定等を進めていくということなので、対象エリ

アが全て特定水源地域になって、そこで保安林化をしていくということではない。 

 

【議長】 
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こういうところが、指定の想定範囲であるということで、実際に指定をするか

どうかについては、市町等から要望があがってきて県がそれを受けて指定をする。

そういう手続きということです。水源地域が民有林の７８％程度ということでし

たが、特定水源地域というのは、いま想定されているという範囲で結構ですがだ

いたい何％ぐらいが想定されている面積になってくるのでしょうか。 

 

【事務局】 

民有林の中でいきますと、全民有林３５万 haのうち水源地域が２７万３千 ha

で７８％です。その中で、特定水源地域は推測にはなるのですが、４～５.５万

ha としますと水源地域の中では１５～２０％、全民有林の中では１１～１６％

ということになると思われます。 

 

【議長】 

そのあたりから要望が出てくるかどうかという動きはあるけれど、だいたいそ

れぐらいを想定されているという事ですね。 

 

【事務局】 

そうです。 

 

【議長】 

特定水源地域につきまして、骨子案等の内容でよろしいでしょうか。そうしま

したら、水源地域と特定水源地域という２段階での構成にするということ。特定

水源地域の指定については１５ページの（案）で書かれているような手続き、基

本方針で考えていくということ。特定水源地域については保安林化であるとか、

公的管理の推進ということを念頭に置いて、届出が出てから焦るのではなくて、

事前にそのような対策を講じていくというものであること。という事で特定水源

地域につきましてはよろしいでしょうか。それでは骨子の案のとおりということ

にしたいと思います。 

それから届出の期間について。善良な取引については３０日程度あれば事務的

な手続きは問題なく出来るという事なのですが、仮に取得目的が不明確な届出が

あった場合は、公有林化するとかを考えると先ほどのアンケートにもありました

ように、前回の案の６０日でも足りないのではというような結果も出ております。

ところが、市町のアンケート結果からもわかりますように、公有林化自体にあま

り積極的では無いということから、現実的にはそういう手続きが行われることが

ほとんど無いであろうということで、３０日に修正していただいていると思いま

すが、これについて何かご意見ありましたら。 

そういうような実際の対応に困るような取引については、特定水源地域に指定

をしておいて出来るだけ有効な手立てを事前にしておくというような考え方で

よろしいでしょうか。３０日程度で手続きができるような簡単なものがでてくる

という想定でということですけども。 
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【委員】 

今日は発言をするのが初めてなので、まず骨子案の感想から述べさせていただ

きたいと思います。特定水源地域の指定から保安林化ということを設けていただ

いたという事については、森林の有する水源涵養機能の維持増進を図るという目

的を達成するためには，すごく大きな一歩だと思います。保安林化というのが「守

り」とすれば、取引の事前届出制度というのは「攻め」ということになろうかと

思いますが、「守り」と「攻め」をしっかりして目的を達成していくという意味

では、二本柱になって条例的にも目的を達成するために良くなったという感想を

持っています。 

ちょっと確認させていただきたいのは、取引の事前届出制度の目的というのは、

不適切な取引の未然防止ということと、県民の意識向上というように捉えてよろ

しいですか。 

 

【事務局】 

そのとおりです。売買の目的が不明確なものをある程度明らかにしていきます

し、売り主が例えば、森林法や市町の条例を知らなかったという事であれば、先

に伝えることができると思います。そのような適正な森林の売買に誘導するとい

うことと、あとは県民の意識の醸成というところが目的であると思います。 

 

【委員】 

確認ですが、水源地域や特定水源地域に指定をされたかどうかというのは、所

有者は売買する時になって初めてわかるという事ではなくて、事前に所有者には

何かしら告知が、そもそも出来るものなのかという実務的なところと、あと特定

水源地域については、市町が指定をしたい場所に関して、所有者が明確であって

所有者に許可を取ってから要望していくものなのか、それとも、理解がされてい

ない中で独自に市町が県に要望を出してしまうようなものなのか、そのあたりを

確認させてください。 

 

【事務局】 

水源地域、特定水源地域、両方の指定については、公告縦覧を行いますのでホ

ームページ等で事前に指定されることを知ることが出来るということが前提で

す。ただし特定水源地域については特に森林整備の事業等であるとか、保安林の

指定とかが関係してきます。保安林の指定をする時には、必ず指定の承諾は要り

ますというお話は第１回目でさせていただきましたし、事業を行っていくには本

人の承諾というものが必要になってきます。ただし、必ずしも一対一で特定水源

地域に事業がくっついているわけでないので、必ず指定のタイミングで承諾がい

るわけではないとは思います。市町へのヒアリングをさせていただいた時に、市

町からはあらかじめ承諾は取っておいた方が良いという話はされていました。そ

ういうところは、普段からの付き合いもある部分ですので、多分市町の方であら

かじめ承諾を取られるところもあるかとは思いますが、条例の内容は規制ではな
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いので、公告縦覧のような形で出させていただくということをメインに考えてい

ます。 

 

【委員】 

各市町が独自に許可が取れる範囲で、または取りながら県に要望を出していく

形になるということですね。 

 

【委員】 

３０日の日程の内訳のことですが県に届出がきて、市町に通知がくるのはいつ

頃なのですか。 

 

【事務局】 

県が受理してから決裁等をして１０日後ぐらいに市町に届けさせていただく

予定です。そこから市町の供覧、決裁等、農林関係だけではなく水道関係部局等

へ回覧していただくこともあるかと思います。 

 

【委員】 

３０日で事務処理を出来なかった場合はどうなるのか。 

 

【事務局】 

実例がないので言いにくい部分ではあるのですが、その後も森林所有者等との

交渉というものは出来るとは思います。事前届出制度ですので３０日間で契約の

効力が発生してしまいますが、その後も森林を適正に使ってくださいと言い続け

ることは、森林法でカバーできるので、そういう部分も踏まえて３０日で足りる

のではないかとは思っております。 

 

【事務局】 

通常の場合は、善良な売買であると思っていますので、県が書類を受理して市

町の方へ文書を出すのが最長で１０日間ぐらいあれば届けられるだろうと。それ

で、市町の方で課をまたがって情報共有をして、県に必要な意見を出してくるの

にも１０日程度かと。県がそれを受け取って届出者に助言を行う際にも、１０日

みておけば売買の前には文書が届くだろうと想定している。売買を止めるとか、

公有林化するということは出来ないので契約が成立する前にそういった助言等

の文書を届けることが出来る日数として、一般的に３０日あれば良いのではない

かいうふうに考えた。 

 

【議長】 

実務的なことを考えるとなかなか難しいですね。ただ、調べていただいた他県

の事例からいっても３０日というのが一番多かったかとは思います。あと骨子案

等をすべて含めまして何かご意見ありましたら。 
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【委員】 

取引の事前届出制度の二つの目的は，県民の意識向上と不適切な取引を未然に

防止するということでしたが、先ほどの資料１の８ページにあったように、現実

的には未然防止というのは難しい部分があるということでした。それにもかかわ

らず，県民に負担をかける、あるいは市町の担当者に負担をかけることが予想さ

れる事前届出制度を設けるという以上は、目的の達成のためにある程度実効性が

担保される必要があると思います。ですので、条例の周知の徹底であるとか、他

県でも事例が少ないので難しいとは思いますが、先ほどの３０日間の区切りをも

っと具体的に示すとかをお願いしたいです。届出があって、県から市町に降りて

きて、市町もどのような線引きをするか、例えば不適切な取引の不適切の定義と

か、前回から出ている白、グレーの部分ですが、そのようなシステム作りという

のも、今後条例が制定されてから具体的にやっていただけると期待しています。 

 

【事務局】 

一番初めからお話させていただいていますが、県と市町が協力してやらないと

なかなか防ぎきれないと思います。特定水源地域における予防措置のようなもの

は盛り込んでいきますが、かといって２割ぐらいしか面積カバーをしていない中

で、残りの部分というのは事前届出制でカバーしていくということになりますと、

市町の方とも基準、運用方法のようなものを決めて、ある程度標準的なものを示

して、その中でやっていく必要があるというふうには思っております。もちろん

やりながら直していくということは出てくるとは思います。 

 

【議長】 

そのあたり実際に動いてみないとなかなか問題点も出てこないとは思います

ので、県、市町で協力体制を取っていただくともに、県民の皆様にもこれを機会

に普及啓発をということですので、条例ができたそのあとの運用について、実効

性のあるものにしていって頂けるようにということかと思います。 

では、ほぼご意見も出たというふうに感じますので、そろそろ検討委員会の中

間とりまとめをさせていただきたいと思います。当委員会は、知事からの諮問に

より「水源地域の森林の保全の在り方に関する事項」について意見を求められて

います。検討委員会としましては、第２回の委員会で森林売買の事前届出制度が

必要ということをまず合意しました。それを受けまして、その事前届出制度を含

む条例の骨子案について事務局の方で原案を作っていただいて、第３回と今回の

検討委員会で議論をしてきたというような流れになっています。本日、事務局か

らから説明のあった条例の骨子案については、いま委員の皆様から頂いたご意見

等を踏まえて、方向性としては委員会の総意に沿ったものであるというふうに考

えます。それを受けまして検討委員会の中間取りまとめとして、次のようにまと

めたいと考えております。 
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「水源地域の森林を保全するため、水源地域の森林の適性な管理を図るための措

置等を定める条例が必要であり、その条例の骨子については、本日議論した「三

重県水源地域の保全に関する条例（仮称）」の骨子案とする。」 

以上の文言で中間とりまとめを行いたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

【委員】 

異議無し。 

 

【議長】 

それでは皆様のご賛同を得られたという事で、この骨子案に基づいて更に事務

局の方で作業を進めて頂きたいと思います。なお、骨子案につきましては、今後

事務局の方で法務関係の所とのすり合わせ協議等を行って頂くということです

ので、その際に、条例文言等の取決め等で若干、文言や表現の修正が入る可能性

があるということですが、そのことにつきましては出来ましたら、事務局の方と

私の方とで確認をさせて頂くということで、ご承認頂ければと思います。本日の

議事は以上ですが、今後のスケジュール、あと次回の委員会等について事務局の

方で連絡等ありましたらお願いいたします。 

 

【事務局】 

それでは今後のスケジュールということでご説明させて頂きたいと思います。

１２月の上旬に、県議会の常任委員会というのがありますので、そこで県議会の

委員の皆様に骨子案をご説明させて頂いて、意見を頂くこととしております。そ

れと、県民のパブリックコメント並びに市町の説明等をこれから進めていきまし

て、色んな意見を頂きたいという風に思っております。そういった意見を踏まえ

て、改めて必要な修正等もさせていただいて、骨子案についてこの委員会で審議

を頂きたいと思っております。今のところ、来年の２月中ぐらいに最終取りまと

めをお願いしたいというふうに考えていますが、日程の方はまた後日調整させて

いただきたいと思っています。 

 

【議長】 

それではよろしくお願いいたします。境界確定の問題や公有林化など森林・林

業の抱える問題が垣間見えたということで、今後ともこういう条例が契機となっ

て共有財産である森林が守っていければと考えます。議事進行等についてご協力

頂きありがとうございました。 

 


